
　

第136期定時株主総会招集ご通知に際しての

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

事業報告
（１から６までは、招集ご通知に記載しております。）

７．財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方

に関する基本方針
P. 1

８．業務の適正を確保する体制（内部統制システム） P. 1

９．特定完全子会社に関する事項 P. 3

10. 親会社等との間の取引に関する事項 P. 3

11. 会計参与に関する事項 P. 3

12. その他 P. 3

計算書類
（貸借対照表、損益計算書は、招集ご通知に記載しております。）

株主資本等変動計算書 P. 4

個別注記表 P. 5

連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書は、招集ご通知に記載しております。）

連結株主資本等変動計算書 P.11

連結注記表 P.12

( 2018年４月１日から

2019年３月31日まで )
　

　

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、上記の事項につきましては、法
令及び定款第1６条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.tomatobank.co.jp/)に掲載することにより、株主の皆さまに提供
しております。
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7. 財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針
該当事項はありません。

8. 業務の適正を確保する体制（内部統制システム）
(1) 業務の適正を確保する体制

　当社は、業務の適正を確保する体制（いわゆる内部統制システム）として、取締役会において以下のとおり決議す

るとともに、継続的な体制の見直しを行うことにより、内部統制の充実強化を図ることとしております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1. 取締役が、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分

な社会的信用を有する者であるかどうかの適格性について、取締役選任前に取締役会がチェックする。

2. 当社が社会的責任と公共的使命を果たすため、取締役コンプライアンス規程に、トマト銀行取締役行動規範を

定めている。

3. 取締役の法令等遵守態勢及び内部管理態勢に対する認識を強化し、高い職業倫理感を涵養するため、取締役を

対象にしたコンプライアンスや内部管理態勢に関する外部研修に参加し、最新の情報収集を行うとともに継続的

に意識の高揚を図る。

4. 取締役会は、法令等遵守方針に基づき、法令等遵守に関する社内規程を策定し、組織内に周知させている。ま

た、トマト銀行役職員行動規範において使用人の行動基準を定める。

5. 取締役会は、法令等遵守方針に基づいて、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画（コンプラ

イアンス・プログラム）を事業年度ごとに策定し、当社グループの組織全体に周知している。

6. コンプライアンスに関する最高責任者を社長、コンプライアンス統括部署担当役員をコンプライアンス統括責

任者とし、本部にコンプライアンス統括部署を設置し、関係会社及び当社各部店にコンプライアンス責任者を配

置して法令順守の徹底を図る。

7. 管理職及びコンプライアンス担当者を対象にコンプライアンス研修を実施するほか、各部店においても定期的

にコンプライアンス研修を行う。

8. 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進について協議する。

9. コンプライアンス統括部署に法令違反、規程違反、倫理的に問題がある事項等を社員が発見した場合の社内通

報窓口を設置し、専用電話、電子メール等により相談を受け付ける体制をとることにより、当社及び関係会社に

おける法令違反等の早期発見体制並びに自浄プロセス体制を確立する。

10. 事故防止のため、従業者の人事ローテーションを定期的に実施するとともに、連続休暇制度に加え、指定休務、

僚店間トレード制度などにより、職場離脱を実施する。

11. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、同勢力

からの不当な要求を拒絶する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1. 社内の文書の作成、保存及び保管について定めた文書規程に基づいて、情報の保存及び管理を適切に行う。

2. セキュリティポリシー及びプライバシーポリシーに基づいて、保有するすべての情報資産（情報及び情報シス

テム）や個人情報を適切かつ安全に保存・管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1. リスク管理（基本）規程に基づいて、リスクカテゴリー別のリスク管理基本方針、リスク管理規程及び部門別

のリスク管理マニュアル、信用リスク管理の基本方針としてクレジットポリシー、セキュリティ管理の基本方針

としてセキュリティポリシーを定め、リスク管理を行う。

2. リスク管理の統括部署を設置し、リスク管理を一元管理する。

3. 内部監査部署として、監査部を設置し、各部署の日常的なリスク管理状況の監査を行う。

4. 社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理全般に係る協議機関として、主に内部管理態勢・

リスク管理態勢強化のための整備、リスク管理体制の一元化等に関わる事項について協議する。

5. 大規模災害の発生による損害のため通常業務を行うことができなくなった場合を想定して、業務継続計画を定

め、重要業務の継続を迅速かつ効率的に行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1. 取締役会を３か月に１回以上開催するほか、必要がある場合は随時開催できる体制とする。

2. 効率的業務運営を行うために、取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役をもって構成する常務

会において、取締役会における業務執行に関する基本方針に基づき、業務執行上の重要事項を審議、決定する。

3. 職制規程及び業務分掌規程に基づいて、業務執行を円滑かつ効率的に行う。
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⑤ 株式会社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1. 関係会社との緊密な連携のもと、関係会社が当社グループとしての事業目的を遂行できるよう適切な内部管理

体制を構築し、業務の健全かつ適切な運営を行う。

2. 当社はグループ経営管理として、関係会社から必要な報告を受け、協議する体制を構築する。

3. 当社の監査部が、関係会社の内部管理態勢について監査を実施する。

4. 当社のコンプライアンス体制は、関係会社も含めた当社グループ全体を対象に当社のリスク管理統括部署が管

理・統括し、当社のグループの適正なコンプライアンス体制の確保を図る。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

　監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役会と協議のうえで必要な人員を配置する。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する支持の実効性の確保に関する事項

1. 監査役の職務を補助するための使用人は、当社の業務執行部門の役職員を兼務せず、監査役より監査業務に必

要な命令を受けた場合は、その命令に関して、監査役以外の者から指揮命令を受けない。

2. 監査役の職務を補助するための使用人の任命及び異動については、あらかじめ監査役会の同意を得る。

⑧ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報

告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制

1. 法令等の違反行為、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、不祥事件が発覚した場合は、コンプライア

ンス統括責任者が取締役及び監査役へ報告する。

2. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、他の取締役及び使用人が法令、定款もしくは取締役行動規範、社内規

程に違反した行為があると思料するときは、直ちに監査役へ報告する。

3 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを受けないよう、必要な体制を整備す

る。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1. 取締役は、株主総会に付議する監査役選任議案の決定にあたって、監査役会とあらかじめ協議する。

2. 監査役が、取締役会はもとより、常務会その他の重要な会議に出席できる。

3. 監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、

監査上の重要課題等について意見交換する。

4. 内部監査部門は、内部監査で得た情報を監査役に提供する等緊密な連携を保ち、監査役の円滑な業務の遂行に

協力する。

5. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費

用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う。

(2) 業務の適正を確保する体制の運用状況の概要

　当社は、上記方針に基づいて、内部統制体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度において実施

いたしました内部統制上重要と考える主な取り組みは以下のとおりです。

① コンプライアンス体制に関する取り組み

　法令違反・不正行為等の早期発見及びこれらを未然に防止することを目的としてコンプライアンス委員会を設

置しており、当事業年度においては４回開催しております。委員会ではコンプライアンスに関する課題の把握と、

その対応策の立案・実施を行っており、また、役職員への教育・啓蒙を目的として、毎年度策定する「コンプラ

イアンス・プログラム」に基づき、研修を実施しております。

② リスク管理体制に関する取り組み

　当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること及び

万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的とし、リスク管理基本規程を制定しております。また、当社

のリスクに関する統括組織としてリスク管理委員会を設置し、当事業年度においては14回開催しております。委

員会では、各リスクを一元的に収集・分類することにより、重要リスクを特定してリスクへの対応を図り、危機

管理に必要な体制を整備しております。また災害を想定した訓練も適宜行っております。

③ 取締役の職務執行に関する取り組み

　当社は、「取締役会規程」に基づき、原則月１回の取締役会を開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営

上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役を選任し、

取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。

　なお、当事業年度におきましては、取締役会を17回開催しております。

④ 内部監査の実施に関する取り組み

　内部監査部門が内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、それぞれの検証結果を監査報告書と
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して取締役および監査役に対して報告を行っております。

⑤ 監査役の職務執行に関する取り組み

　監査役会は、社外監査役３名を含む監査役４名で構成されております。当事業年度においては、監査役会を16

回開催し、常勤監査役からの会社の状況に関する報告や監査役相互の意見交換等を実施しておりますほか、各監

査役は17回開催された取締役会にも出席し、意見陳述を行っております。また、代表取締役、会計監査人及び監

査部との定期的な意見交換や主要な営業店臨店による業務実態の把握を実施しております。

　なお、常勤監査役は、常務会を含む重要な会議への出席や毎月実施する監査部との意見交換会、社内決裁文書

の閲覧等により情報収集に努めるとともに、必要な都度代表取締役や会計監査人と情報交換を行い、取締役の職

務執行を監視しております。

9. 特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。

10. 親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

11. 会計参与に関する事項
該当事項はありません。

12. その他
該当事項はありません。
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第136期（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 17,810 16,140 16,140 1,773

当期変動額

　剰余金の配当 　 　 　 　

　不動産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　

　当期純利益 　 　 　 　

　自己株式の取得 　 　 　 　

　自己株式の処分 　 　 　 　

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

　 　 　 　

当期変動額合計 　 　 　 　

当期末残高 17,810 16,140 16,140 1,773

　
(単位：百万円)

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計不動産圧縮

積 立 金
別途積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 180 3,547 7,332 12,834 △486 46,298

当期変動額

　剰余金の配当 　 　 △749 △749 　 △749

　不動産圧縮積立金の取崩 △3 　 3 　 　 　

　当期純利益 　 　 1,282 1,282 　 1,282

　自己株式の取得 　 　 　 　 △2 △2

　自己株式の処分 　 　 △0 △0 0 0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 △3 　 535 532 △2 530

当期末残高 177 3,547 7,868 13,366 △488 46,828

　
(単位：百万円)

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 3,318 △3 671 3,985 50,284

当期変動額

　剰余金の配当 　 　 　 　 △749

　不動産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 　

　当期純利益 　 　 　 　 1,282

　自己株式の取得 　 　 　 　 △2

　自己株式の処分 　 　 　 　 0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△795 0 　 △794 △794

当期変動額合計 △795 0 　 △794 △263

当期末残高 2,522 △2 671 3,191 50,020
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個 別 注 記 表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式

及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式、受益証券及び出資

証券は原則として決算日前１カ月の市場価格等の平均価格、それ以外のものについては原則として決算日の市場価格

等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものに

ついては移動平均法による原価法により行っております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ７年～50年

その他 ２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リー

ス期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の

取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５．繰延資産の処理方法

　社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

７．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと

同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている

直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して

おります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る

債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、

債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており

ます。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しております。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

1,363百万円であります。

(2) 退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで

の期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異

の損益処理方法は次のとおりであります。
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過去勤務費用： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として14年）による定額法

により損益処理

数理計算上の差異： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(3) 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

(4) 睡眠預金払戻損失引当金

　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払

戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

(5) 偶発損失引当金

　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しておりま

す。

８．ヘッジ会計の方法

(1) 金利リスク・ヘッジ

　ヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」及び「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会

計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年２月13日。以下「業種別監査

委員会報告第24号」という。）に基づき、固定金利の預金・貸出金等に係る相場変動の相殺及び変動金利の預金・貸

出金等に係るキャッシュ・フローの固定化を目的に、ヘッジ対象を取引単位で識別する個別ヘッジとリスクの共通

する複数取引を対象とする包括ヘッジを採用しております。これは、期初に定める市場リスク管理方針に基づいて

行うリスク管理であります。なお、当事業年度においては、該当取引はありません。

(2) 為替変動リスク・ヘッジ

　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の

会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年７月29

日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替

変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である

外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの

有効性を評価しております。

９．消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固

定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

注記事項

(貸借対照表関係）

１．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に合計5,197百万

円含まれております。

２．貸出金のうち、破綻先債権額は739百万円、延滞債権額は18,735百万円であります。

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、また、その他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イか

らホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は3百万円であります。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,504百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３カ月

以上延滞債権に該当しないものであります。

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は21,983百万円であります。

　なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業

手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金

額は、7,438百万円であります。
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７．担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産

有価証券 42,451百万円

預け金 91百万円

　担保資産に対応する債務

預 金 11,656百万円

譲渡性預金 300百万円

借用金 35,000百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券10,222百万円及び金融商品等差入担保金774百万円を差し入

れております。

　子会社、子法人等及び関連法人等の借入金等の担保として差し入れているものはありません。

　また、その他の資産には、保証金125百万円が含まれております。

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら

の契約に係る融資未実行残高は120,239百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無

条件で取消可能なものが116,677百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。

９．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）、1999年３月31日の同法律の改正に基づき、事業用の

土地の再評価を行っております。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており

ます。

　再評価を行った年月日 1999年３月31日

　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により

算定した価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差額 2,385百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 11,343百万円

11．有形固定資産の圧縮記帳額 87百万円

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当社の保証債務

の額は15,180百万円であります。

13．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約に

より使用しております。

14．関係会社に対する金銭債権総額 4,077百万円

15．関係会社に対する金銭債務総額 1,340百万円

(損益計算書関係）

１．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 159百万円

役務取引等に係る収益総額 －百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 3百万円

その他の取引に係る収益総額 －百万円

関係会社との取引による費用

資金調達取引に係る費用総額 39百万円

役務取引等に係る費用総額 －百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 281百万円

その他の取引に係る費用総額 －百万円

２．関連当事者との取引として記載すべきものはありません。
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(株主資本等変動計算書関係)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

当事業年度期首
株 式 数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株 式 数

摘 要

自己株式

　普通株式 184 1 0 186 (注)

　合 計 184 1 0 186

(注) 当事業年度中の株式の変動理由は、増加については単元未満株式の買取、減少については単元未満株式の買増請

求によるものであります。

(有価証券関係)

　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。

１．売買目的有価証券（2019年３月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △0

２．満期保有目的の債券（2019年３月31日現在）

種 類
貸借対照表計上額

（百万円）
時 価

（百万円）
差 額

（百万円）

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

国 債 23,318 24,674 1,355

社 債 － － －

その他 － － －

　うち外国債券 － － －

　 小計 23,318 24,674 1,355

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

国 債 － － －

社 債 － － －

その他 － － －

　うち外国債券 － － －

　 小計 － － －

合 計 23,318 24,674 1,355

３．子会社・子法人等株式（出資金）及び関連法人等株式（2019年３月31日現在）

　時価のある子会社・子法人等株式及び関連法人等株式はありません。

　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式（出資金）及び関連法人等株式は以下のとお

りであります。

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式（出資金） 1,006

関連法人等株式 －

合 計 1,006
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４．その他有価証券（2019年３月31日現在）

種 類
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の

株 式 4,543 1,918 2,624

債 券 79,916 78,907 1,008

　国 債 49,122 48,442 680

　地方債 － － －

　社 債 30,793 30,465 328

その他 49,277 48,977 299

　うち外国債券 38,551 38,368 182

小計 133,736 129,804 3,932

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

株 式 578 712 △134

債 券 1,059 1,062 △2

　国 債 － － －

　地方債 － － －

　社 債 1,059 1,062 △2

その他 26,220 26,513 △293

　うち外国債券 23,534 23,611 △76

小計 27,858 28,288 △430

合 計 161,594 158,092 3,501

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

貸借対照表計上額
（百万円）

株 式 436

その他 618

合 計 1,054

　これらについては、市場価格がなくかつ将来キャッシュ・フローが約定されていないため、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

該当事項はありません。

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株 式 11 8 －

債 券 59,551 124 86

　国 債 22,301 91 10

　地方債 18,736 28 37

　社 債 18,513 3 38

その他 5,014 18 63

　うち外国債券 4,220 5 55

合 計 64,577 150 150

７．減損処理を行った有価証券

　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、

当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」と

いう。）しております。

　当事業年度において減損処理はありません。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
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(1) 簿価に対して時価の下落率が50％以上の銘柄は、全て減損

(2) 下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去の株価傾向、発行会社の業績・信用リスクの推移等を検討

し、回復する可能性がないと判断されるものは、全て減損

(税効果会計関係)

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

　 繰延税金資産

貸倒引当金 1,572百万円

固定資産 259

株式 331

未収貸付金利息 38

その他 570

繰延税金資産小計 2,770

評価性引当額 △465

繰延税金資産合計 2,305

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △980

固定資産圧縮積立額 △77

その他 △1

繰延税金負債合計 △1,060

繰延税金資産の純額 1,244百万円

(１株当たり情報)

１株当たりの純資産額 3,735円72銭

１株当たりの当期純利益金額 96円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 79円90銭
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（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 17,810 15,991 13,350 △611 46,540

当期変動額

剰余金の配当 　 　 △748 　 △748

親会社株主に帰属する
当期純利益

　 　 1,753 　 1,753

自己株式の取得 　 　 　 △2 △2

自己株式の処分 　 　 △4 125 120

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

　 　 　 　 　

当期変動額合計 　 　 1,000 123 1,123

当期末残高 17,810 15,991 14,350 △488 47,663

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

退 職 給 付
に係る調整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 3,319 △3 671 △442 3,545 50,085

当期変動額

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △748

親会社株主に帰属する
当期純利益

　 　 　 　 　 1,753

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △2

自己株式の処分 　 　 　 　 　 120

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△796 0 　 0 △794 △794

当期変動額合計 △796 0 　 0 △794 328

当期末残高 2,522 △2 671 △441 2,750 50,413
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連 結 注 記 表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

連結計算書類の作成方針

　１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結される子会社及び子法人等 ３社

会社名 トマトビジネス株式会社

トマトカード株式会社

トマトリース株式会社

（連結の範囲の重要な変更）

当連結会計年度より、前連結会計年度において持分法適用の関連法人等でありましたトマトリース株式会

社の株式を追加取得し完全子会社としたため、当該１社を連結の範囲に含めております。

(2) 非連結の子会社及び子法人等 １社

会社名 トマト創業支援投資事業有限責任組合

　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金(持分

に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集

団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除

外しております。

　２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

会社名 該当事項はありません。

(2) 持分法適用の関連法人等

会社名 該当事項はありません。

（持分法適用の範囲の重要な変更）

上記１.（1)（連結の範囲の重要な変更）のとおり、当連結会計年度より、トマトリース株式会社を持分法

適用の範囲から除外しております。なお、この変更により持分法適用の関連法人等はなくなりました。

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 １社

会社名 トマト創業支援投資事業有限責任組合

　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金(持分に見合

う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書

類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除外しております。

(4) 持分法非適用の関連法人等

会社名 該当事項はありません。

　３．開示対象特別目的会社に関する事項

　該当事項はありません。

会計方針に関する事項

　１．商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

　２．有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非

連結子法人の出資金については移動平均法による原価法、その他有価証券については、原則として時価のある株

式、受益証券及び出資証券は連結決算日前１カ月の市場価格等の平均価格、それ以外のものは連結決算日の市場

価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められ

るものについては移動平均法による原価法により行っております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

　３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

　４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ７年～50年
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その他 ２年～20年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、当社と同じ基準により償却しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

　５．貸倒引当金の計上基準

　当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて

いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま

す。

　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しております。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

1,363百万円であります。

　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認

めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上

しております。

　６．役員退職慰労引当金の計上基準

　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額の

うち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

　７．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の

払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

　８．偶発損失引当金の計上基準

　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しており

ます。

　９．退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給

付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであり

ます。

過去勤務費用： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として14年）による定額法に

より損益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

　なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　10．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　当社の外貨建の資産及び負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

　連結される子会社及び子法人等の外貨建の資産及び負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換

算しております。

　11．重要なヘッジ会計の方法

(1) 金利リスク・ヘッジ

　当社のヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」及び「銀行業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年２月13日。以

下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に基づき、固定金利の預金・貸出金等に係る相場変動の相殺及び
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変動金利の預金・貸出金等に係るキャッシュ・フローの固定化を目的に、ヘッジ対象を取引単位で識別する個

別ヘッジとリスクの共通する複数取引を対象とする包括ヘッジを採用しております。これは、期初に定める市

場リスク管理方針に基づいて行うリスク管理であります。なお、当連結会計年度においては該当取引はありま

せん。

　連結される子会社及び子法人等にはヘッジ会計を適用する取引はありません。

(2) 為替変動リスク・ヘッジ

　当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号

2002年７月29日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭

債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段と

し、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確

認することによりヘッジの有効性を評価しております。

　12．消費税等の会計処理

　当社並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項

　（連結貸借対照表関係）

１．無担保の消費貸借契約（債券貸借契約）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に合計5,197百

万円含まれております。

２．貸出金のうち、破綻先債権額は740百万円、延滞債権額は18,739百万円であります。

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、また、その他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３

号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は3百万円であります。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,504百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び

３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は21,987百万円であります。

　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は、7,438百万円であります。

７．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券 42,451百万円

預け金 91百万円

未経過リース料契約債権 271百万円

その他資産 73百万円

担保資産に対応する債務

預 金 11,656百万円

譲渡性預金 300百万円

借用金 36,875百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券10,222百万円及び金融商品等差入担保金774百万円を差し

入れております。

　また、その他資産には保証金125百万円が含まれております。

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ

れらの契約に係る融資未実行残高は126,167百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時

期に無条件で取消可能なものが122,605百万円であります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
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当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ

らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社並びに連結される子

会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら

れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に

予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ

ております。

９．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）、1999年３月31日の同法律の改正に基づき、事業用

の土地の再評価を行っております。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し

ております。

再評価を行った年月日 1999年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により

算定した価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の

再評価後の帳簿価額の合計額との差額 2,385百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 11,357百万円

11．有形固定資産の圧縮記帳額 87百万円

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

は15,180百万円であります。

　（連結損益計算書関係）

「その他の経常費用」には、貸出金償却197百万円、偶発損失引当金繰入額96百万円を含んでおります。

　（連結株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

当 連 結 会 計
年 度 期 首
株 式 数

当 連 結 会 計
年 度 増 加
株 式 数

当 連 結 会 計
年 度 減 少
株 式 数

当 連 結 会 計
年 度 末
株 式 数

摘要

発行済株式

　普通株式 11,679 － － 11,679

　第１回Ａ種優先株式 7,000 － － 7,000

　 合 計 18,679 － － 18,679

自己株式

　普通株式 216 1 31 186 (注)

　 合 計 216 1 31 186

(注) 当連結会計年度中の株式の変動理由は、増加については単元未満株式の買取、減少については単元未満株式の

買増請求及びトマトリース株式会社の保有分の売却によるものであります。

２．配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 286百万円 25円 2018年３月31日 2018年６月28日

第１回Ａ種
優先株式

87百万円 12円50銭 2018年３月31日 2018年６月28日

2018年11月９日
取締役会

普通株式 286百万円 25円 2018年９月30日 2018年12月７日

第１回Ａ種
優先株式

87百万円 12円50銭 2018年９月30日 2018年12月７日

合 計 748百万円
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

（決議予定） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 287百万円 利益剰余金 25円 2019年３月31日 2019年６月28日

第１回Ａ種
優先株式

87百万円 利益剰余金 12円50銭 2019年３月31日 2019年６月28日

　（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、預金や貸出業務及び有価証券投資、並びに国債や投資信託等の販売といった銀行業務を中心

に行っております。これらの事業を行うための資金調達は、預金が中心でありますが、一部借用金や社債による

調達も行っております。

　また、資金運用は、中小企業等向け融資や個人ローンを中心とした貸出業務及び預貸ギャップの拡大に対応し

たリパッケージローン等の市場性ローン、国債を中心とした有価証券投資により行っており、最終的なリスクの

所在が不明確な商品への運用は行わない方針としております。また、主として金利変動を伴う金融資産及び金融

負債を保有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当社では資産及び負債の総合的管理

（ＡＬＭ）を実施しております。その一環として、デリバティブ取引も限定的に行っております。なお、連結され

る子会社及び子法人等はデリバティブ取引を行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　当社グループが保有する金融資産は、主として貸出金及び有価証券であります。貸出金は、契約不履行によっ

てもたらされる信用リスクに晒されており、景気の動向、不動産価格の変動等の経済環境及び取引先の経営状態

の変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。有価証券は、国債を中心とする債券

や上場株式等であり、主に銀行業務における資金運用を目的として保有しております。これらは、それぞれの発

行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

　金融負債の主なものは、一般顧客から調達する預金であり、当社グループの信用状況等の変化や予期せぬ経済

環境等の変化により、資金調達力の低下や資金流出が発生する流動性リスクに晒されております。

　借用金及び社債は、将来、当社グループの業績や財務内容が悪化した場合、あるいは市場環境が大きく変化し

た場合に、必要な資金の確保が困難になるリスク、並びに通常より高い金利で資金調達を余儀なくされるリスク

に晒されております。

　デリバティブ取引は、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等があります。当社では、金利スワップをヘッ

ジ手段として、ヘッジ対象である貸出金や借用金に関わる金利の変動リスクに対しては、金利スワップの特例処

理によるヘッジ会計を適用することとしております。また、通貨スワップ取引を外貨資金調達を目的として取り

組んでおりますが、ヘッジ対象である外国債券との間でヘッジの有効性を評価することにより、ヘッジ会計を適

用しております。このほか、期中において、価格変動による収益確保を目的とした債券先物取引、債券店頭オプ

ション取引等も限定的に行っておりますが、これらは価格変動リスク等に晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　当社の金融商品に係るリスク管理体制は、以下のとおりであります。

　なお、連結される子会社及び子法人等についても当社の管理体制に準じ、各社のリスク・プロファイルに見合

った管理を行っております。

① 信用リスクの管理

　当社は、「信用リスク管理方針」に基づき、「クレジットポリシー」及び「信用リスク管理規程」を定め、融

資基本原則及び金融円滑化管理の徹底から、信用リスク管理の基本方針、個別案件ごとの与信審査、与信限度

額管理、途上与信管理、信用格付、ポートフォリオ管理、問題債権の対応など信用リスク管理に関する態勢を

整備し運営しております。これらの信用リスク管理は、営業店のほか審査部等の信用リスク管理所管部署が行

っております。カントリーリスク及び有価証券の発行体等の信用リスク、デリバティブ取引のカウンターパー

ティーリスクは、限度管理のほか信用情報や時価の把握を定期的に行うことにより管理しております。

　また、信用リスクに関する状況について、定期的にリスク管理委員会及びＡＬＭ委員会において現状の把

握・確認、今後の対応等の協議を行い、取締役会へ報告を行っております。さらに信用リスク管理の状況につ

いては、監査部による内部監査を実施しております。

② 市場リスクの管理

　当社は、「市場リスク管理方針」に基づき、「市場リスク管理規程」を定め、管理目標、管理部署、管理方法

など市場リスク管理に関する態勢を整備し運営しております。これらの市場リスク管理は、市場リスク管理室

のほか経営企画部等の市場リスク管理所管部署が行っております。

　また、金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスクに関する状況については、定期的にリスク
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管理委員会、ＡＬＭ委員会及び取締役会等へ報告を行っております。さらに市場リスク管理の状況については、

監査部による内部監査を実施しております。各リスクの管理方法は以下のとおりであります。

(ⅰ) 金利リスクの管理

　当社は、金利動向の予測、限度管理、金利リスク量の把握、分析等を行うことにより金利の変動リスクを

管理しており、リスク管理委員会及びＡＬＭ委員会において、現状の把握・確認、今後の対応等の協議を行

っております。

(ⅱ) 価格変動リスクの管理

　有価証券等の保有については、「投資有価証券取扱規程」に基づき、取締役会で半期ごとの運用計画を決

定したうえ、「市場リスク管理規程」等に従いリスクの管理を行っております。資金運用を所管する市場金

融部等は、半期ごとに投資限度額やリスク限度額を設定し、債券及び上場株式等への投資を行うほか、継続

的なモニタリングを通じて、価格変動リスクを厳重に管理しております。これらの情報はリスク管理委員会

及びＡＬＭ委員会に報告され、現状の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。

(ⅲ) 為替リスクの管理

　当社は、外貨建の資産と負債の額が通貨ごとにほぼ同額となるようリスクコントロールを行っており、為

替レートの変動による影響はほとんどありません。

(ⅳ) デリバティブの管理

　デリバティブ取引に関しては、規程に基づき、限度管理など厳格な管理を行っているほか、取引の執行、

リスク管理、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立しております。

(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報

　当社グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け

金」、「コールローン及び買入手形」、「有価証券」、「貸出金」、「リース債権及びリース投資資産」、「預金」、

「譲渡性預金」、「借用金」及び「社債」であります。また、株価リスクの影響を受ける主たる金融商品は、

「有価証券」及び「貸出金」であります。

　当社グループでは、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の合理的な予想変動幅を用

いた時価に与える影響額を、市場リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。金利以外のす

べてのリスク変数が一定であることを仮定し、2019年３月31日現在、指標となる金利が100ベーシス・ポイ

ント(1.00％)上昇したものと想定した場合には、当該金融資産と金融負債相殺後の純額(資産側)の時価は、

17,636百万円減少し、100ベーシス・ポイント(1.00％)低下したものと想定した場合には、17,636百万円増

加するものと把握しております。

　また、株価以外のすべてのリスク変数が一定であることを仮定し、2019年３月31日現在、指標となる

TOPIX（東証株価指数）が10％下落したものと想定した場合には、当該金融資産の時価は、665百万円減少

し、10％上昇したものと想定した場合には、665百万円増加するものと把握しております。

　当該影響額は、いずれもリスク変数間の相関を考慮しておりません。また、金利または株価の合理的な予

想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

③ 流動性リスクの管理

　当社は、「流動性リスク管理方針」に基づき、「流動性リスク管理規程」を定め、管理目標、管理部署、管理

方法など流動性リスク管理に関する態勢を整備し運営しております。これらの流動性リスク管理は、流動性リ

スク管理所管部署である市場金融部、市場リスク管理室、経営企画部及び営業本部が行っております。

　資金繰りリスクに関しては、半期ごとに運用・調達のバランスを考慮した資金繰り計画を策定するとともに、

月次・週次・日次で資金繰りを厳格に管理しております。また、万一の場合に備えてコンティンジェンシー・

プラン（危機管理計画）を策定し、様々な事態を想定し対応できる態勢を整備しております。

　資金繰りリスクに関する状況については、定期的にリスク管理委員会及びＡＬＭ委員会へ報告を行い、現状

の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。さらに流動性リスク管理の状況については、監査部に

よる内部監査を実施しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。
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　２．金融商品の時価等に関する事項

　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められる非上場株式は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、連結貸

借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計 上 額

時 価 差 額

(1) 現金預け金 64,898 64,898 －

(2) 有価証券 184,913 186,268 1,355

　 満期保有目的の債券 23,318 24,674 1,355

　 その他有価証券 161,594 161,594 －

(3) 貸出金 983,953

　 貸倒引当金 △5,367

　 (＊１) 978,586 1,010,365 31,779

資 産 計 1,228,398 1,261,532 33,134

(1) 預金 1,139,081 1,139,340 258

(2) 譲渡性預金 17,081 17,084 2

(3) 借用金 43,182 43,006 △175

負 債 計 1,199,345 1,199,431 85

デリバティブ取引 (＊２)

ヘッジ会計が適用されていないもの 8 8 －

ヘッジ会計が適用されているもの （131） （131） －

デリバティブ取引計 （123） （123） －

(＊１) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(＊２) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって

生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しておりま

す。

(注１) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。満期のある預け金については、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。

(2) 有価証券

　株式は取引所の価格、債券は業界団体が公表する取引価格等の市場価格によっております。自社保証付私募

債は、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信用

スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。

(3) 貸出金

　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定

金利によるものは、貸出金の種類及び期間、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フロ

ーをスワップ金利等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定し

ております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。

　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在

価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日にお

ける連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価

としております。

負 債

(1) 預金、及び（2）譲渡性預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。ま

た、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャッシュ・フローを割り引いて現

在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。な
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お、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価

としております。

(3) 借用金

　借用金については、変動金利のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社並びに連結される子会社の

信用状態は実行後大きく異なっておらず、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を

時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様

の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以

内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引は、通貨関連取引（通貨スワップ、為替予約）があり、割引現在価値により算出した価額

によっております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「資産（2）その他有価証券」には含まれておりません。

　 （単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（＊１）（＊２） 1,082

組合出資金（＊３） 802

合 計 1,885

(＊１) 非上場株式については、市場価格がなくかつ将来キャッシュ･フローが約定されていないため、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

(＊２) 当連結会計年度においては減損処理は行っておりません。

(＊３) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成され

ているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預け金 54,483 － － － － －

有価証券（＊１） 41,757 38,382 42,143 17,240 25,729 10,872

満期保有目的の債券 2,000 4,000 4,000 4,000 6,000 2,000

その他有価証券のうち
満期があるもの

39,757 34,382 38,143 13,240 19,729 8,872

貸出金（＊２） 172,855 138,795 102,546 90,321 92,100 367,822

合 計 269,095 177,177 144,689 107,561 117,829 378,695

(＊１) 有価証券は、元本についての償還予定額を記載しており、連結貸借対照表計上額とは一致しません。

(＊２) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない19,512百万円は

含めておりません。

(注４) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預金（＊） 1,023,975 108,168 6,937 － － －

譲渡性預金 16,081 1,000 － － － －

借用金 21,516 20,371 1,295 － － －

合 計 1,061,572 129,539 8,232 － － －

(＊) 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

　（１株当たり情報）

１株当たりの純資産額 3,769円97銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 137円64銭

潜在株式調整後１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 109円44銭
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（企業結合等関係）

当社は、持分法適用関連会社であるトマトリース株式会社の株式を2019年１月11日に追加取得し、完全子会社

化いたしました。

（１）企業結合の概要は以下の通りです。

① 被取得企業の名称及び事業の内容

トマトリース株式会社（総合リース業）

② 企業結合を行う主な理由

「グループ経営の強化」の一環として、トマトリース株式会社を完全子会社化することで、当社のビジネス

モデルである「本業支援」を展開するうえでの提供ソリューションを一層強化するとともに、連結ベースで

の収益力を高め、グループ全体の企業価値向上を図ることを目的として行うものです。

③ 企業結合日

2019年１月11日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

トマトリース株式会社（変更ありません。）

⑥ 取得した議決権比率

企業結合直前に保有していた議決権比率：39.5％

企業結合日に追加取得した議決権比率：60.5％

取得後の議決権比率：100.0％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価とした株式取得により、持分法適用関連会社であるトマトリース株式会社の全議決権を取

得したためであります。

（２）連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

2019年３月31日をみなし取得日としているため、該当ありません。

（３）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合直前に所有していた普通株式の企業結合日における時価 382百万円

追加取得した普通株式の対価 585百万円

取得原価 967百万円

（４）主要な取得関連費用の内容及び金額

該当事項はありません。

（５）被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差損 ５百万円

（６）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

該当事項はありません。

（７）負ののれん発生益の金額及び発生原因

① 負ののれん発生益の金額

456百万円

② 発生原因

被取得企業の資産及び負債を企業結合日の時価で算定した金額が、取得原価を上回ることにより発生したも

のであります。

（８）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 14,315百万円

固定資産 681百万円

資産合計 14,996百万円

流動負債 5,745百万円

固定負債 7,827百万円

負債合計 13,572百万円
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